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鉱山保安標語・こども絵画募集要領 
 
 
１．目的 

鉱山の保安意識の高揚及び地域住民の皆様に親しまれることを目的とし
て、鉱山保安標語（「一般の部」及び「こどもの部」。以下同じ。）・こど
も絵画を募集する。 

 
２．主催 

中部近畿産業保安監督部 
 
３．共催 

一般財団法人東海北陸鉱山会 

 

４．応募資格（対象者及び募集件数） 
標語一般の部は鉱山労働者、その家族及び鉱山関係者を応募資格者とする。 
標語こどもの部及びこども絵画の部は鉱山労働者の家族、鉱山見学者及び

当該鉱山地域の住民のうち高校生以下を応募資格者とする。 
なお、標語一般の部の募集件数については、各鉱山にて事前選考等を行い

原則３作品以内とする。ただし、募集を行う日の直近の月末の鉱山労働者数
が２０名以上の場合は５作品、５０名以上の場合は１０作品、１００名以上
の場合は２０作品まで応募することを可とする。 

 
５．募集方法 

募集案内を管内各鉱山鉱業権者及び地区保安関係団体の長あてに送付す
るとともに一般財団法人東海北陸鉱山会が毎月１５日に発行する保安通信
（以下「保安通信」という。）及び中部近畿産業保安監督部のホームページ
（以下「当部ホームページ」という。）に掲載する。また、管内各鉱山鉱業
権者を通じて鉱山見学を実施した学校関係者及び鉱山地域に存する学校関
係者に対して広く募集を呼びかける。 

 
６．応募先 

中部近畿産業保安監督部 鉱山保安課 
 
７．応募方法 

郵送又はＥ－ＭＡＩＬ等 
 
８．審査方法 

別に定める鉱山保安標語・こども絵画審査要領による。 
 
 



９．賞名 
標語一般の部は、最優秀賞１作品、優秀賞２作品、佳作は１鉱山１作品と

して７作品前後を入選とする。 
標語こどもの部は、原則、優秀作品１０作品前後を入選とする。 
こども絵画の部は、原則、優秀作品１０作品前後を入選とする。 

 
１０．入選発表 

保安通信及び当部ホームページに掲載する。 
 
１１．事務局 

事務局は鉱山保安課に置く。 
 
１２. 入選作品の活用 

入選作品等は、当省及び当部が作成するポスターに掲載して鉱山等へ配布
し、当省ホームページ及び当部ホームページ並びに保安通信に掲載すること
がある。 

 
 附 則（20230221中近産保第23号） 
 
１．この規程は、令和５年３月２７日から施行する。 
 
２．この規程の施行前に改正前の７．応募方法により行われた応募については、

この規程の改正後の７．応募方法により応募されたものとみなす。 
 




